
 

新監査公表第１０号 

 

 平成２０年度包括外部監査の結果に基づく措置について，新潟市長から通知があったので，地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により以下のとおり公表します。 

 

平成２３年１２月２７日 

 

新潟市監査委員  西  和 男 

   同     山 崎 隆 夫 

 同     石 橋 慶 助 
 同     山 田 洋 子 

 

 
平成２０年度包括外部監査 

「新潟市が，市民から税や使用料等を徴収する際や市民への補助金やサービスの提供を行う際に

基準となる市民の所得状況や資産保有状況に関する情報の収集・管理を適正に行っているか。」 
 
新潟市長が講じた措置 

監査の結果に基づき措置を講じたもの 
結果に対する措置 

頁 監査対象 監査結果の概要 
（平成 22年度） （平成 23年度） 
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第三部 外部監査結果によ

る指摘事項 

Ａ 課税部門に係る指摘事

項 

Ａ－２ 固定資産税に関す

る指摘事項 

第１ 固定資産税・都市計画

税の課税標準である固定資

産評価の迅速化を図るため，

ＩＴ化の推進を急ぐべきで

ある。 

１ 現状の問題点 
 固定資産の評価の変化が

固定資産税の賦課に反映さ

れるまでに４～７年かかる

など，法が予定している 1
年に比べて大幅に遅れてい

る。 
２ 指摘事項 

業務効率を向上させ，評価

誤りが判明した翌年度には

評価が修正され，適正な課税

が行われる体制にするため

の施策の一つとして，ＩＴ化

の推進が考えられる。 

新規システムを導入し，ホ

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現システムにおける非効

率な部分を解消し，効果

的・効率的なシステムとな

るよう，ホストシステムと

補完システムを統合するシ

ステムの仕様等について検

討を行いました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
固定資産税では，土地，

家屋，償却資産の状況を現

地調査，申告などにより把

握し，毎年適正に賦課する

ように努めています。 
指摘のありましたホスト

システムと補完システムの
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ストシステムと補完システ

ムの統合を図るべきである。

それにより，土地，家屋の評

価システム，航空写真を利用

した地図情報システム（ＧＩ

Ｓ）等の進歩を取り入れた効

率的・効果的なシステムとし

て，地方税法の趣旨に従った

評価の見直しができる体制

を構築するように努めるべ

きである。 

検討した仕様等に基づき

統合システムを構築するた

めには，3 年間の開発期間と

約 3 億円もの多額の費用が

かかることから，さらに費

用対効果を考慮しつつ，平

成 22 年度までに検討を行

います。 
 
 
 
 

統合について，日常賦課業

務の更なる機能向上を図る

ことを目的に，平成２２年

度において導入を検討しま

したが，３億円という多額

の費用を要するため，この

段階での導入は困難と判断

しました。 
しかしながら，現在，土

地及び家屋の評価方法，業

務の見直しを行っており，

これに対応した既存システ

ムの改修を平成２５年度に

予定していることから，そ

の中で効率的・効果的なシ

ステムの構築を図ってまい

ります。 
【措置済み】

 
 ※措置欄に記載の【措置済み】について 
 【措置済み】は，不適切な事例の是正など必要な措置が実施されたこと 
 を示しているもので，監査委員事務局において追記したものです。 
 


